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調剤をしていて疑問に思ったこと，
方・調剤

てt7 医師または患者さんに聞かれて困ったこと，

初L ノE、 -
' 〆h 医師に疑義照会して対応したが

今回は， 2004年4月に改正された調剤報酬点数表に関

する主な事項について説明します。

調剤基 本料 は， どの よう に褒 更された

のですか。

保険薬局の機能に応じた調斉Ij基本料の評価

として， 区分の見直しが行われました。

基本的な考え方として，処方せん受付回数と特定の保

険医療機関からの集中皮に応じるという方法については

変更ありませんが，将来的な統合化に向けての第 l歩とし

て，従米の4区分〔調剤基本料(I) a ~ ( II) bJから 3区分

(調剤基本料 I~ 3)へと兇直しが図られています(表1)。

表1 調剤基本料

旧 (~2004年 3 月)

調剤基本料(I)a

(月 4，000回以下，集中率70%以下) 49点

調書IJ基本料(1)b 

(月 4，000回超守集中率70%以下) 44点

調剤基本料 (II)a

(月 4，000回以下‘集中率70%超) 39点

※ただし哩処方せん受付回数が月 600以下の場合

は44点

調剤l基本料(II)b

(月 4，000回超，集中率70%超) 21点

' いま一つ納得できないこと，ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

どしどし質問してください。

「質問の募集」要項は56頁にあります。

なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

具体的には 従来は調剤基本料(I)aであったものは調剤

基都本料判1(仰4柑叫9点的)， 調剤基本本刺材梓柑1半末料|ドドP-'l( II主司HII山I

本料存科仰lω2(ω2引l点削)， それ以外は調剤基本料料3(仰"玖，点尉点酎)とυUい苫寸う区分 1. t 
と山な引りま計す A

また，今回の改定では， 鯛剤基本料3に該当する保険薬

局のうち，いわゆる而分業として機能している場合には，

調剤基木料!と同等とみなすという新しい評価方法が導

入されています。具体的には，処方せんの受付回数の多

い上位3医療機関に係る受付回数の合計が，全体の処方せ

ん受付回数の 80%以下である場合に該当するという考え

方です(図1)。

なお，基準調斉Ij加算 lおよび2については変更ありませ

ん。従来どおりの届出基準となります(図2)。

新 (2004年4月-)

調剤基本料1

(月 4，000回以下，集中率70%以下) 49点

調剤基本料2

(月 4.000回超司集中率70%超) 21点

調剤基本料3

(上記以外) 39点

※ただし.処方せん受付回数の多い上位3医療機

関からの合計が司全体の 80%以下の場合は 49

点

調剤と情報 2004.4(vol.1 0 No.4)一一 53 (487) 



仇10'例:&1110拘

ll 

E自

! r ....... -i 
1悶剤基本料{nla 調剤基本料(n)b

: 44点 39点 21点

70悦ト二一…一一一一一二二ょ ，..

調剤基本料(1)b 

44点

調剤基本料 (J)a
49点

600 4，000 処方せん受付回数 4，000 処方せん受付回数

図1 調剤基本料の考え方

Q
a
A
 

l従来どおり 1
集
中
率

基準調剤加算1

10点

70%比一.._. . -_.~・

基準調剤加算2

30点

600 処方せん受付回数

図2 基準調剤加算の考え方

調剤料は，どのように褒更されたので

すか。

調剤技術の適正評価の観点から，長期投薬

の処方実態を踏まえ，内服薬の調剤料の見
『咽国軍司F眠 戸

直 しが行われました(表2)。具体的には， 31臼分以上の

部分について点数の合理化が図られています。

また，医薬品の特性に応じた調剤技術の評価として，~三

楽に係る調斉IJやー包化に係る調剤料について，新たな仕

組みが導入されています。これまで生薬やー包化につい

ては，調剤料に加算をするという 方法により評価されて

Eコ
集
中
率

21点

調剤基本料3

39点
調膏1]基本料2
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49点
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表2 調剤料

|日 (~2004年 3 月) 新 (2004年4 月~)

[内服薬] 内服薬

1~7 日目 5点/日 1~7 日目 5点/白

B~14 日目 4点/日 8~14 日目 4点、/日

15~21 日分 70点 15~21 自分 70点

22~30 日分 80点 22~30 日分 80点

31 ~50 自分 90点 31日分以上 88点

51日分以上 95点

[生薬関係1
※調剤l料十製剤加算(自家製剤加算

浸煎薬(1調剤につき) 120点、

75点『または、計量混合調剤加

算45点)
湯薬(1調剤につき) 120点 i

[ 包化関係}

※調剤料+一包化加算(30点/7日分)
一包化薬 97点/7日分

きましたが，調剤日数や斉11に基づく調剤料と製剤lの形態

が必ずしも相関していないことなどから，従来の加算を

廃止した上で，内服薬とは別の調剤料(浸煎薬， ?易薬， 一

包化楽)として新設されました(図3司図4)。

新設された分割調剤時の点数とは， ど

のようなものですか。

分割調剤については従来より必要に応じて

行われてきましたが，しかし，特にそれに
司ー--

係る点数はありませんでした。そこで，ここ最近におけ

る長期投薬の実態に伴い，若干ですが点数評価が図られ

ることとなりました。
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図3 浸煎薬・湯薬の考え方
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図4 一包化薬の考え方
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これは，医薬品の長期にわたる保存の困難性などの理

由により，従来から実施されている分割調剤について評

価したもので，初回は通常の誹j剤恭本料(調斉Ij基本料 1-

表3 分割調剤(調剤基本料)

旧 (~2004年3 月)

(なし)

表4 その他の変更点

i日 (~2004年3 月)

薬剤服用歴管理指導料

特別指導加算月 1回目 30点

月2回目以降 25点

麻薬管理指導加算 5点、

薬剤情報提供料1 15点

長期投薬情報提供料1 15点

長期投薬情報提供料2 25点

在宅患者訪問薬剤管理指導料

月1回目 500点

月2回目以降 300点

麻薬管理指導加算 100点

※月 4固まで

新 (2004年4 月~)

分割調剤時の調剤基本料 5点、

※長期投薬 (14日を超える投薬)

に係る処方せんが対象

新 (2004年4 月~)

薬剤服用歴管理指導料

特別指導加算月 1回目 28点

月2回目以降 26点

麻薬管理指導加算 B点

薬剤情報提供料1 17点

長期投薬情報提供料1 18点

長期投薬情報提供料2 28点

在宅患者訪問薬剤管理指導料

月1回目 500点

月2回目以降 300点

麻薬管理指導加算 100点

※月 4固まで(ただし哩がん末期患者

および中心静脈栄養法の対象患者

については週2回かつ月8回まで)

調剤基本料 3)，2回目(分割調布lの l同目)以降は分割調斉IJ

時の調斉IJ基本料として5点を算定することができます。た

だし，今回新設された点数については，長期投薬の実態

を踏まえたものであることから， 15日分以上の投薬が行

われた処方せんのみ対象となりますので十分り二意してくだ

さい(表3)。

そのほかの点数については，どのよう

に蛮更されたのですか。

2004年 4月以降の主な変更点は前述のとお

りですが，そのほかの点数についても若干

の見直しが行われています。

ここでは詳しい説明は省略しますが，具体的には，①

特別指導加算(薬剤服用歴管理・指導料)における同一月

内の点数格差の是正，②薬剤手帳を活用した情報提供で

ある薬剤情報提供料 lの内容の充実，③長期投薬情報提供

料(1および2)の評価，④在宅のがん末期患者や中心静脈

栄養法の対象患者への頻団対!必の必要性に伴う在宅患者

訪問薬剤j管理指導料の評価ーー などが挙げられます(表4)。
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